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いざ、実行を！ 
 
 
 

Chapter3 では、一人暮らしの人、そして実家暮らしの人にも、ちょっとした生
活のヒントになるようなことをまとめてみました。 

前半には、食生活、生活費、洗濯、そうじなど日常生活についてのヒントが書か
れています。少しずつ実行してみてください。そして後半では「気を付けて」「注意
して」などと書かれていて、ちょっと怖いなと不安に思わせてしまったかもしれま
せん。でも、本当に怖いと思う場面に遭わないように、という思いから、防犯につ
いて触れました。みなさんに安心な毎日を過ごしてほしいからです。「自分の健康、
安全は日々の心掛けから」ということを意識して、充実した大学生活を過ごしてく
ださいね。 
（参考） 

「被害にあわないために／警視庁」 

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/higai/ 

「暮らしの安全情報／神奈川県警」 

https://www.police.pref.kanagawa.jp/kurashi/ 

（2026/1/13 アクセス) 
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成年年齢が 18 歳に 
2022 年 4 月から成年年齢が 18 歳に引き下がりました。成年になると、売買・

賃貸借・雇用などあらゆる契約を保護者の同意を得なくても自分の判断で行えるよ
うになります。例えば携帯電話を契約する、一人暮らしの部屋を借りる、クレジッ
トカードをつくる、ローンを組むといった契約です。また、10 年有効のパスポート
を取得したり、公認会計士や司法書士、行政書士などの資格の登録をしたりするこ
ともできるようになります。一見自由にできることが増えていいことばかりのよう
に思えますが、少し注意が必要です。 

未成年者は親の同意を得ずに契約をした場合、民法で定められた「未成年者取消
権」によってその契約を取り消すことができますが、成年になってから契約した場
合、これを行使できなくなります。自由に契約を結べる一方で、結んだ契約に対し
て自分で責任を負わなければいけないということです。 

契約には様々なルールがあり、そうした知識がないまま、安易に契約を交わすと
トラブルに巻き込まれる可能性があります。特に、社会経験に乏しく、保護がなく
なったばかりの成年を狙い打ちにする悪質な業者もいるので注意が必要です。 

39 ページ以降の「Chapter4 日常に潜む危険」では大学や街に潜む、契約トラ
ブルの事例などを紹介していますので、そちらも併せて読んでみてください。 

なお、喫煙・飲酒・公営ギャンブルなどはこれまでどおり 20 歳になるまでは法
律で禁止されています。 
 

（参考） 
「政府広報オンライン 18歳から“大人”に！成年年齢引き下げで変わること、変わらない
こと」 
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201808/2.html（2026/1/13 アクセス） 

「法務省リーフレット 18歳を迎える君へ」 
https://www.moj.go.jp/content/001378701.pdf（2026/1/13 アクセス） 
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